


Ⅲ 地域で暮らしながら受ける支援
介護保険を利用する居宅サービス

○居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

要介護 〜 要支援 ・

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸

与（レンタル）します。

・車いす・車いす付属品・特殊寝台（介護ベッ

ド）・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位

変換器・手すり 工事をともなわないもの ・ス

ロープ 工事をともなわないもの ・歩行器・歩

行補助つえ・認知症老人徘徊 はいかい 感知機

器・移動用リフト つり具を除く ・自動排泄処

理装置 尿と便とを吸引するものについては要

介護 ・ の人のみ

福祉用具のうち介護予防に資するものについ

て貸与（レンタル）します。

・手すり 工事をともなわないもの ・スロープ

工事をともなわないもの ・歩行器・歩行補助

つえ・自動排泄処理装置（尿のみを吸引するも

の）

※要介護度が比較的軽度である要支援 ・ 及び要介護 の人には、その状態像から車いす、特

殊寝台（介護ベッド）、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフ

トは原則として保険給付の対象となりません。

※福祉用具貸与の貸与種類のうち、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づ

えを除く）、多点杖は、貸与と販売の選択ができます。

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

要介護 〜 要支援 ・

介護職員と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提

供しての入浴介護を行います。

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由

から施設などにおける浴室の利用が困難な場合

などに限定して、訪問による入浴介護を行いま

す。

訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

要介護 〜 要支援 ・

通院が困難な利用者へ、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を

訪問し、リハビリテーションを行います。

訪問看護 介護予防訪問看護

要介護 〜 要支援 ・

通院が困難な利用者へ、医師の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診

療の補助を行います。

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

要介護 〜 要支援 ・

通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、

療養上の管理や指導を行います。



- 74 - 

 

 

Ⅲ 地域で暮らしながら受ける支援  
8 介護保険を利用する居宅サービス 

 

特定福祉用具販売（福祉用具購入費の支給） 特定介護予防福祉用具販売 

要介護 1〜5 要支援 1・2 

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、負担割合に応じてその費用（年間 10 万円

まで）の９割、８割または７割を申請により支給します。購入に際しては、指定福祉用具販売事

業者の福祉用具専門相談員が、利用者の身体状況に応じて選定します。 

・腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽 

・移動用リフトのつり具の部分・排泄予測支援機器 

※以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。 

・固定用スロープ・歩行器（歩行車を除く）・単点杖（松葉づえを除く）・多点杖 

住宅改修費の支給 介護予防住宅改修費の支給 

要介護 1〜5 要支援 1・2 

1）自宅での生活支援に向け、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした場合、負担割合に

応じてその費用（原則１住宅につき 20 万円まで）の９割、８割または７割を支給します。 

2）利用に際しては、担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）などに相談し、工事着工前の事前

申請が必要です。 

・手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動円滑化などのための床または通路面の材料

の変更・引き戸などへの扉の取替え・洋式便器などへの便器の取替え・その他前記の住宅改修に

付帯して必要となる住宅改修 

短期入所生活・療養介護(ショートステイ) 介護予防短期入所生活・療養介護 

要介護 1〜5 要支援 1・2 

福祉施設や医療施設に短期間入所している高齢者に、日常生活上の支援や機能訓練などを行い

ます。 
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